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２  ４  ０  １  －  ０ ２ ５ 

令  和  ６  年  ２  月  ２９日 

企業主導型保育施設 実施者 様 
 

 

公益財団法人児童育成協会 
 

 

 

令和５年度企業主導型保育事業（運営費等）における 

概算交付申請（３月分）について  

 

平素より企業主導型保育施設の運営にご尽力いただき厚く御礼申し上げます。 

 

令和５年度企業主導型保育事業助成要領、第１の８・（１）にてお示ししているとおり、３月分の運

営費等の概算交付申請は全事業者様にご提出いただく必要があります。 

 当該事業は単年度の事業のため、事業実施に係る助成金は、過年度の交付とならないよう実施年度中

に交付することとしています。２月・３月の月次報告の交付日は年度を越えるため、概算交付申請にて

申請を行っていただく必要があります。 

 つきましては、下記の内容をご確認いただき、円滑な事務手続きにご協力をお願いいたします。 

 

                     記 

 

 

１．対象施設    令和５年度企業主導型保育事業（運営費等）助成決定施設  

         ※本申請は全施設必須となります。 

２．申請期間    令和６年３月１日（金）～令和６年３月１９日（火）まで 

３．申請内容   概算交付申請（３月分） 

４．交付日     令和６年３月２９日（金） 

５．交付項目   ①運営費 ３月分（月額） 

申請日までの実績とそれ以降の見込み額 

 

         ②病児保育加算(病児対応型、病後児対応型）、預かりサービス加算（一般 

型）の加算分 

当該加算の『加算分・年間延べ利用児童数』による累積加算額は、令和５年度 

４月～令和５年度１月については、既に月次報告にて確定しております。２月・ 
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３月については、月次報告の承認および交付日が年度を越えるため、概算交付申 

請をご提出いただく必要があります。また、より実態に近い申請となるために概 

算交付申請（３月分）にて２月分の実績と３月分の見込みを合算して入力してく 

ださい。  

※８、９ページ参照 

 

           ③月次報告で交付を行わない加算（年額）  

・防犯・安全対策強化加算 

・運営支援システム導入加算  

※前年度までに助成を受けている施設は申請できません。 

・改修加算（改修支援加算、改修実施加算） 

       ※今年度既に助成を受けている施設は加算されません。 

・医療的ケア児保育支援加算（要綱・要領の別紙１０の３(２)②） 

             ア 保育士等の研修受講に係る費用の補助 

             イ 保育士等の研修受講に係る代替職員の配置に要する費用の補助 

※１２ページ参照 

             

④補正額 

次の加算については、企業主導型保育事業費補助金実施要綱・企業主導型保育事 

業助成要領で示す基準額と令和５年度の交付合計額との差額が発生する場合があ 

るため、該当の施設について差額分の精算を行います。 

・病児保育加算（病児対応型、病後児対応型）の基本分 

・病児保育加算（体調不良児対応型）  

・保育補助者雇上強化加算 

・連携推進加算 

・医療的ケア児保育支援加算（看護師等を配置して医療的ケアを行う場合） 

             例）連携推進加算の場合：補正額として差額の４円が交付されます。   

一事業者当たり年額（基準額）         ４，７１４，０００円 

              月次で交付される額３９２，８３３円×１２ヶ月＝４，７１３，９９６円 

              差額                             ４円 

   

６．精算について  交付項目①は月次報告（３月分）で審査し精算となります。 

   ※交付済額より実績が下回った場合は令和５年度の年度報告、完了報告及び 

処遇改善等加算実績報告で審査し精算します。 

 

交付項目②、③、④の実績額は令和５年度の年度報告、完了報告及び処遇改善 

等加算実績報告で審査し精算します。 



 

3 

 

≪概算交付申請（３月分）の流れ≫ 

 

７．申請手続き   電子申請システムよりお手続きください。 

別紙「概算交付申請（３月分）の手続き」参照 

※公金管理システム（ピムス）での申請ではございません。 

 

８．留意点      ・一度承認された申請は修正ができません。申請内容に誤り、漏れ等がない 

か十分にご確認いただき、ご申請ください。 

 

・概算交付申請は、実際の運営状況と乖離のないよう、これまでの実績を踏 

まえた内容でご申請ください。  

以上 

申請にあたって不明な点、分からない点がある場合、事前に児童育成協会

へご相談ください。 

 

【お問い合わせ】 

企業主導型保育事業本部 審査部 

電 話 ０５７０－５５０－８１９  

     （年末年始を除く平日９：１５～１７：１５） 

お問い合わせフォーム https://www.kigyounaihoiku.jp/contact  
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別紙：概算交付申請（３月分）の手続き 
  

 
３月分の見込みを入力

してください 
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３月分の見込みを入力

してください 
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グレーの部分は自動

入力されます 

運営方法を選択 
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グレーの部分は自動

入力されます 
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 ３月分の見込みを入

力してください。 

【延長保育加算】 

 

該当がある場合は

☑をいれ、加算カレ

ンダーに人数を入力

してください。（Ｐ１

１参照） 

【夜間保育加算】 

 

該当がある場合は

☑をいれます。 

【非正規労働者受入

推進加算】 

 

該当がある場合は

☑をいれ、水色部分

に受入推進枠を記

入。 

【病児対応型加算】 

該当がある場合は

☑をいれ、水色部分

に２月分の実績と３

月分見込みを合算し

て利用児童数を入

力。 

※３月概算交付申請

については、加算カ

レンダーの入力は不

要です。（概算交付の

計算には含まれませ

ん） 

※２月概算交付でカ

レンダー入力した人

数も必ず計上してく

ださい。 

※緑枠については承

認後に金額が反映さ

れます。 

【病後児対応型加

算】 

 

病児対応型加算と同

様 

 

２月分の実績と３月

分見込みを合算して

利用児童数を入力。 

【体調不良児対応型

加算】 

☑をいれたら加算

カレンダーに人数を

入力してください。

（Ｐ１１参照） 

0 
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【預かりサービス加

算（一般型）】 

 

病児対応型加算と同

様 

（Ｐ８参照） 

 

２月分の実績と３月

分見込みを合算して

利用児童数を入力。 

 

※緑枠については承

認後に金額が反映さ

れます。 

 

【預かりサービス加

算（余裕活用型）】 

 

☑をいれたら加算

カレンダーに人数を

入力してください。 

【賃借料加算】 

 

該当の場合 

☑をいれます。 

【保育補助者雇上強

化加算】 

 

職員配置がある場

合、☑をいれます。 

【連携推進加算】 

 

職員配置がある場

合、☑をいれます。 

【処遇改善加算Ⅰ】 

 

該当の場合 

☑をいれます。 

【処遇改善加算Ⅱ】 

 

該当の場合 

☑をいれ、食事の提

供方法を選択しま

す。 
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【障害児保育加算】 

 

該当の場合 

☑をいれます。 

【処遇改善加算Ⅲ】 

 

該当の場合 

☑をいれます。 

【医療的ケア児保育

支援加算】（基本分） 

 

該当の場合 

☑をいれます。 

【医療的ケア児保育

支援加算】 

 

該当の場合 

☑をいれます。 

【医療的ケア児保育

支援加算】（加配） 

 

該当の場合 

☑をいれます。 
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延長保育、病児保育、

預かりサービスの開

所日を☑ 

ダブルクリックし、

延長保育、病児保育

（体調不良児型）、預

かりサービス（余裕

活用型）の預かり人

数を入力 
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【改修加算】 

 

運営費助成申込の内

容より自動入力 

【防犯・安全対策強

化加算】 

 

予定を含み、該当す

る費用が発生したら

☑をいれ、費用の額

を入力 

病児保育加算（病児

対応型、病後児対応

型、体調不良児対応

型）、保育補助者雇上

強化加算、連携推進

加算、医療的ケア児

保育支援加算につい

ては、実施要綱・助成

要領で示す基準額と

の差額が発生する場

合に差額分の精算を

自動計算で行いま

す。 

 

※承認後に金額が反

映されます。 

【医療的ケア児保育

支援加算】（研修受

講） 

予定を含み、該当す

る費用が発生したら

☑をいれます。 

【運営支援システム

導入加算】 

 

予定を含み、該当す

る費用が発生したら

☑をいれ、費用の額

を入力 

※既に助成されてい

る場合は申請できま

せん。 


